
○美里町野外活動施設条例 

平成２５年３月１４日 

条例第２１号 

美里町野外活動施設条例（平成１８年美里町条例第１１２号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１項の規

定に基づき、美里町野外活動施設（以下「野外活動施設」という。）の設置及び管理に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 青少年の野外での活動を助長し、基礎体力の向上と健全な精神を養うとともに町

民のレクリエーションの振興を図り、健康増進に寄与するため、野外活動施設を設置す

る。 

（名称及び位置） 

第３条 野外活動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

美里町野外活動施設 美里町木間塚字中央１番地 

（職員） 

第４条 野外活動施設に施設長その他必要な職員を置くことができる。ただし、第１７条

の規定により管理を行う場合は、この限りでない。 

（休業日） 

第５条 野外活動施設における休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要がある

と認めるときは、これを変更することができる。 

（１） 月曜日（月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日に当るときは、その翌日） 

（２） １２月２９日から翌年１月３日まで 

（使用許可） 

第６条 野外活動施設を使用しようとする者は、所定の申請書を町長に提出し、その許可

を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とす

る。 



２ 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の使用の許可をしないことがで

きる。使用の変更を許可するときも、また同様とする。 

（１） 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。 

（２） 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。 

（３） 野外活動施設の設置目的に反し、又は管理上不適当と認めるとき。 

（４） 災害その他の事故により野外活動施設が使用できないとき。 

（５） 工事その他の都合により町長が特に必要と認めるとき。 

（使用者の遵守事項） 

第７条 野外活動施設を使用する者（以下「使用者」という。）は、次に掲げる事項を遵

守しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでな

い。 

（１） 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。 

（２） 施設又は設備の原状を変更しないこと。 

（３） 使用目的外に使用しないこと。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、町長が定めること。 

（使用許可の取消し等） 

第８条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第６条第１項の許可を取り消し、

又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。 

（１） 第６条第２項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

（２） 前条の規定に違反したとき。 

（３） 使用許可の申請に偽りの記載があったとき。 

（４） 使用許可の条件又は町長の指示に違反したとき。 

２ 前項の規定により使用許可の取消し等があった場合において、損害が生じたとしても、

町長は賠償の責めを負わない。 

（特別の設備等の制限） 

第９条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を持ち込みしようとす

るときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。 

（使用料） 

第１０条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。 



（使用料の減免） 

第１１条 町長は、野外活動施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料

を減額し、又は免除することができる。 

（１） 町が主催又は共催するとき。 

（２） 町以外の官公署が行政目的で使用するとき。 

（３） 公共的団体が団体本来の活動目的で使用するとき。 

（４） 町内の各種団体が行政活動の協力目的で使用するとき。 

（５） 指定管理者又は管理運営団体が当該施設を行政目的で使用するとき。 

（６） 町内の保育所等、幼稚園、小学校又は中学校が教育目的で使用するとき。 

（７） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。 

（使用料の還付） 

第１２条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると

きは、その全部又は一部を還付することができる。 

（１） 使用者が自己の責めによらない事由で使用できなかったとき。 

（２） 使用者が使用開始前５日までに使用の取消しを申し出たとき。 

（３） その他町長が、特に事情があると認めるとき。 

（管理上の指示） 

第１３条 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、職員を使用させている施

設に立ち入らせ、必要な指示をすることができる。 

（原状回復の義務） 

第１４条 使用者は、野外活動施設の使用を終了したとき、又は第８条第１項の規定によ

り使用許可の取消し等を受けたときは、備品等を整理の上、原状に回復し、かつ、使用

していた箇所を清掃して引き渡さなければならない。 

（損傷の届出） 

第１５条 使用者が故意又は過失により野外活動施設の施設若しくは設備等を損傷し、又

は亡失したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。 

（損害賠償） 

第１６条 使用者は、故意又は過失により野外活動施設の施設若しくは設備を損傷し、又

は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情が



あると認めるときは、その賠償の額を減額することができる。 

（指定管理者による管理） 

第１７条 町長は、野外活動施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者（地

方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に野外活動

施設の管理を行わせることができる。 

（指定管理者が行う業務等） 

第１８条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業

務は、次に掲げる業務とする。 

（１） 野外活動施設の使用に関する業務 

（２） 野外活動施設が主催する事業に関する業務 

（３） 野外活動施設の施設及び設備の日常的な維持管理に関する業務 

（４） 前３号に掲げるもののほか、設備の目的を達成するために必要な事業に関する

業務 

２ 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第５条、第６条、第８

条、第１３条及び第１５条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとす

る。 

（利用料金） 

第１９条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に第１０条の規定による使用料（以

下この条において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させるこ

とができる。 

２ 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用

者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。 

３ 利用料金は、別表に掲げる額を上限とし、指定管理者が定める。この場合において、

指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について、町長の承認を受けなければなら

ない。利用料金の額を変更するときも、また同様とする。 

４ 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で

定める場合は、その全部又は一部を還付することができる。 

５ 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができ

る。 



６ 前項の規定により利用料金の全部又は一部を免除した場合の経費は、指定管理者の負

担とする。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第２０条 第１７条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理

者は、美里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１８年美里町条

例第６６号）に定めるもののほか、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従

い、適正に野外活動施設の管理を行わなければならない。 

（委任） 

第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、美里町野外活動施設条例（平成１８年美里町条例第１１２

号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に

よりなされたものとみなす。 

附 則（平成２５年１２月２４日条例第７２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の美里町コミュニティ施設条例の規定、第２条の規定によ

る改正後の美里町スポーツ施設条例の規定、第３条の規定による改正後の美里町野外活

動施設条例の規定及び第４条の規定による改正後の美里町文化会館条例の規定は、この

条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料に

ついては、なお従前の例による。 

別表（第１０条関係） 

使用時間

使用区分 

午前９時から午後５時まで 

（１時間当たりの額） 

午後５時から翌日の午前９時

まで 

（１時間当たりの額） 



全施設 ４００円 ２１０円

管理棟 １３０円 ７０円

野外ステージ １３０円 ７０円

調理場 １３０円 ７０円

テントコーナー １張り１３０円 １張り７０円

備考 

１ 使用料の算定の際、使用時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間と

して算定する。 

２ 使用料を算定する場合において、当該確定金額に１０円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。 

３ 上記金額には、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２９条に規定する税率

を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第７２条の８３に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相

当する額を含む。 

 


